
（公印省略） 

令和 2 年 2 月 27 日 

 

各都道府県バドミントン協会 

会員登録システム管理者 様 

 

公益財団法人 日本バドミントン協会 

                      事務局長 丹藤 勇一 

 

会員登録システムの年度末メンテナンスのお知らせ 

 

平素より本会の事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

会員登録システムの年度末メンテナンスにつきまして、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１. お支払方法ごとの今年度内のお支払い可能日について 

今年度内のお支払いにつきまして、お支払方法ごとに以下の日程で停止いたします。 

 コンビニ決済  ～ 令和 2 年 3 月 26 日 午後 11 時 59 分まで 

 ペイジー決済  ～ 令和 2 年 3 月 26 日 午後 11 時 59 分まで 

 クレジットカード決済 ～ 令和 2 年 3 月 31 日 午後 10 時 59 分まで 

 口座振替決済  ～ 令和 2 年 3 月 31 日 午後 10 時 59 分まで 

 

２. 年度末メンテナンスによるシステムの停止期間について 

年度末メンテナンスにより、以下の日程で会員登録システムが停止いたします。 

その間、システムをご利用になれませんのでご注意ください。 

 

【停止期間】 令和 2 年 4 月 1 日 午前 0 時 ～ 令和 2 年 4 月 1 日 午後 7 時 

 

３. 年度末メンテナンスで実施される処理について 

年度末メンテナンス中の処理として、以下の処理が行われます。 

① 2019 年度分の登録料について、決済対象者の選択の状態が削除（カートがクリア）さ

れます。 

2019 年度分の登録料につきましては、1.に記載されているお支払い方法ごとの期限の

前に、会員登録システム上で決済の処理を行っていただく必要がございます。 

年度末メンテナンスの終了後に 2019 年度分の登録料をお支払いいただくことはでき

ません。 

 



 

② 2019 年度中に 2020 年度分の登録料がお支払いされていない会員について、有効期限

切れの状態になります。 

2020 年度分の登録料をお支払いいただくことで、有効な会員の状態になります。 

 

③ 小学生・中学生・高校生の卒業の年齢で、所属の団体から脱退の処理がされます。 

小学生・中学生・高校生の年齢の会員が、年度末処理(※)が「対象」に設定されてい

る団体に所属している場合、所属の団体から自動で脱退処理がされます。 

 

※年度末処理 

団体情報の設定項目として、年度末処理の設定項目が追加されております。 

小学生・中学生・高校生の会員が所属されている団体で、自動的な脱退の処理の対

象になるべきではない団体につきましては、団体情報の変更画面で年度末処理の項

目で「対象外」を設定して頂くようにお願いいたします。 

 

設定の変更をされない場合は「対象」が選択された状態になっております。 

小学生・中学生・高校生の会員が所属されない団体につきましては、会員が自動で

脱退されることはありません(※)ので、変更の必要はございません。 

 

※自動での脱退の処理がされない団体に所属している会員の、新年度での所属の 

移動について 

新年度にあたって会員の所属を移動する場合、元の所属でその年度の登録料がお支

払いされる前であれば、所属移動先の団体で追加の処理を行うことで所属の移動が

可能になります。 

所属移動元の団体で脱退の処理を行う必要はありません。 

登録料のお支払い後の所属の移動につきましては、移動元の所属組織・団体と同意

の上で所属移動先の都道府県協会へ申請する必要があります。 

 

４. システムメンテンナンスについてのお問い合わせ先 

ファインソリューション株式会社 

会員登録システムサポートセンター 

TEL：03-6689-7644 FAX：03-5812-9721 

E-mail：info-nba@finesolution.co.jp 

 

 


